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２０１２年６月議会 本会議 意見書討論 

意見書案第３号に対して賛成、意見書案第４号に対して反対の立場からの討論 
日本共産党議員団  上原 秀樹 

 
 日本共産党議員団を代表して、議題となりました意見書案のうち、意見書案第３号「県

立こども病院のポートアイランドへの移転計画の中止を求める意見書」（案）に対して賛

成、意見書案第４号「「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書」（案）に対して反

対の立場からの意見を述べます。 
 
 はじめに意見書案第３号についてです。本意見書案は、兵庫県が、神戸市須磨区にあ

る県立こども病院を、神戸市中央区のポートアイランドに移転しようとしていることに

対して、その計画を中止することを求めています。 
 この移転計画に対して、多くの県民・医師・患者から、「なぜ、阪神・淡路大震災の時

にアクセスが途絶え、液状化をおこした人口島に移すのか」「東日本大震災での大津波の

教訓はどうなっているのか」という疑問の声が上がっています。 
 県立こども病院移転する問題点の第１は、県当局は医師等関係者の声を聞かないまま

移転先を決定したことです。パブリックコメントを行った基本構想には当該地への移転

計画はでていません。また、移転先を決めた総合事業等審査会には医師は一人も入って

いません。このような経過から、神戸市医師会や兵庫県医師会などは、明確にポートア

イランドへの移転には反対と意見表明されています。 
 第２は、医師会が反対の理由とされている移転候補地の災害リスクの問題です。ポー

トアイランドは、東南海・南海地震と津波により甚大な被害をこうむる危険があり、県

が行った災害シミュレーションではポートアイランドは孤立するとされています。同様

の機能を持つ病院であれば、分散配置するのがリスク管理の基本であります。また、ポ

ートアイランドには先端医療センターを中心に、高度専門病院群、医療研究施設があり、

災害時のバイオハザードの危険もあります。 
 県立こども病院は、１９７０年に小児総合病院として開設されて以降、新施設を次々

と開設し、いまや地域医療になくてはならない役割を果たしており、阪神北広域こども

急病センターからも、０８年から１１年の４年間に、２４人の子どもが３次救急として

後送されています。このこども病院を、あえて災害リスクにさらすことは許されません。

本館が築４０年を越えることから老朽化対策が求められていますが、設計専門家による

調査で、現地建て替えが可能であることが判明しているところでもあります。 
よって、本意見書案が、兵庫県に対し、移転計画を中止し、改めて医師等専門家の意

見を聞き、計画の再考を求めていることは妥当であり、賛成とするものであります。 
 
 次に意見書案第４号についてです。本意見書案は、いつ起きるかわからない自然災害

と、予測ができ外交上などの措置が検討できる武力攻撃とを一緒くたに「緊急事態」と

する、緊急事態基本法の制定を求めています。 
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 そもそも突発的な自然災害への対応は、現行法でも充分可能であり、基本法制定など

必要ありません。意見書案では、現在の憲法は平時を想定した内容となっており、非常

事態事項が明記されてなく、大規模自然災害へ対応できないかのように言っていますが、

これは現行法の規定をわきまえない理論です。 
 震災と津波被害への対応や、原発事故による放射能被害への対応については、憲法の

もとに「災害対策基本法」「大規模地震対策特別措置法」「原子力災害対策特別措置法」

など、対処すべき法律が制定されています。災害対策基本法の第８章では、大規模な非

常災害が発生し、その災害が国の経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼす激甚なもので

あり、災害応急対策を推進するため特別に必要があるときは、首相が「災害緊急事態」

を布告し、緊急災害対策本部を設置するとされています。そしてそのもとに、必要なら

ば国民の行動に一定の制約が認められることも国会で明らかにされています。 
今回の大震災の初動の遅れに関しては、法整備の問題ではなく、政府の初動対応の遅

れこそが被害を拡大したことも、国会の議論等ですでに明らかとなっています。その被

災地ではいま、復興への懸命の努力が続けられている最中であり、その震災を利用して

基本法制定を企てるなど、全く理解できません。 
同時に、この法制定を突破口にして、憲法改定のねらいが背後にあることも重大です。

２００４年５月に、自民・公明・民主が合意した緊急事態基本法とは、政府が緊急事態

と認定したら、憲法が保障する基本的人権を制約できるようにするものです。 
日本国憲法は、戦前、基本的人権を抑圧してきた政治体制が、無謀な戦争を引き起こ

したという深い反省の上に立ってつくられ、そこには、政治の責任で、あのような惨禍

を再び起こさせてはならないという決意がこめられています。それを踏みにじって、「必

要最小限」を口実に、基本的人権を制限しようとすることなど認めるわけにはいきませ

ん。 
また、意見書案には、中国漁船尖閣事件や、ロシア閣僚の北方領土訪問、北朝鮮核ミ

サイル脅威などが列挙されています。中国漁船衝突事件に関しては、尖閣諸島が日本の

領土であり、その領海内で外国漁船が不法な操業をしていたのを海上保安庁が取り締ま

るのは当然のことです。これら領土問題などを含めた国際的な紛争解決に関しては、憲

法九条で、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決

する手段としては、永久にこれを放棄する」とされているとおり、平和的外交政策を粘

り強く推進していくことであり、決して武力などで対処することではありません。そし

てこのことは、いまや国際的ルールとなっています。  
 したがって、いまやるべきは、憲法をないがしろにする緊急事態基本法の制定ではな

く、大震災や原発事故など多くの苦難のなかから学んだ教訓と、基本的人権と生存権の

保障を明記した憲法を生かし、震災の復旧・復興に全力を上げることです。 
 よって本意見書案は、到底賛同できるものではなく、反対とするものであります。 
 
 以上、議員各位のご賛同をお願いしまして、討論とします。 


